
Topics
健康保険・福祉医療の更新

●更新日以降は、新しく届いた保険証・受給者証などを使用してください●古い保険証や受給者証などは、自分で廃棄するか、市役所１階保険課または各支所・各市民センターに返却してください健康保険の証の更新について 問合せ手続きに必要なもの手続きの方法など更新手続き証の色更新日と証の種類
保険課国保年金係緯運９１５９申請されていない人で、新規申請を希望の場合は、次ページの【医療機関での支払いが軽減されます】をご覧ください。

更新日以降に認定証が必要な人は、市役所または支所で申請してください。申請用紙は市のホームページにも掲載。郵送による手続きも可能です。また、６月２１日までに交付を受けていて、平成２５年度市民税非課税見込みの人には、更新のお知らせを７月中旬までに送付する予定です。
要桃色（７０歳未満）限度額適用・標準負担額減額認定証（※１）８月１日国民健康保険（社会保険に加入されていない７５歳未満の人）健康保険の種類

ウグイス色（７０～７４歳） ７月末までに市役所から送付します。（７０～７４歳の人は更新がありません）不要桜色特定疾病療養受療証 ７月末までに市役所から送付します。前年中の所得に応じて、１割または３割の一部負担金を病院で支払います。負担割合の判定基準は同封の案内文をお読みください。（※２）不要黄色高齢受給者証（７０～７５歳未満の人） ９月末までに市役所から送付します。不要水色被保険者証１０月１日 保険課医療係緯運９１６０７月末に広島県後期高齢者医療広域連合から送付します。不要だいだい色被保険者証
８月１日後期高齢者医療制度（７５歳以上の人または、６５歳以上の一定の障がいのある人）

申請されていない人で、新規申請を希望の場合は、次ページの【医療機関での支払いが軽減されます】をご覧ください。
【認定要件】市民税が非課税世帯であることこれまで申請されたことがあり、平成２５年度市民税が非課税世帯の人は、被保険者証と一緒に届きます。課税世帯となられた人は、通知されませんので、ご了承ください。不要緑色限度額適用・標準負担額減額認定証
有効期限がないため、そのまま使用できます。不要茶色特定疾病療養受療証更新なし※１　７０～７４歳で市民税課税世帯の人は、高齢受給者証がこの証の代わりになります※２　平成２６年４月から、高齢受給者証の一部負担金の割合が１割の人は２割になり、１カ月当たりの自己負担額も変更される予定です福祉医療の更新について 問合せ手続きに必要なもの手続きの方法など更新手続き証の色更新日 保険課医療係緯運９１６０【手続きが必要な人への通知に記載しています】①郵送した申請書（必要事項を記入押印）②身体障害者手帳または療育手帳③保険証④印鑑（ゴム製不可）⑤Ｈ２５年度課税台帳記載事項証明書など※

平成２５年１月１日現在、市内に住民票のなかった人が、本人を含め同じ世帯にいる場合、更新手続きが必要となる場合があります。手続きが必要な人へは、６月下旬に通知しています。原則不要緑色８月１日
重度心身障害者医療

①郵送した申請書（必要事項を記入押印）②児童扶養手当証書または遺族年金証書など③すべての受給対象者の保険証④印鑑（ゴム製不可）⑤Ｈ２５年度課税台帳記載事項証明書など※現在受給されている人には、更新申請について６月初旬に通知しています。要だいだい色ひとり親家庭等医療※平成２５年１月１日現在、廿日市市に住民票がなかった場合、平成２５年度課税台帳記載事項証明書が必要な場合があります。詳しくは問い合わせてください
国民健康保険税の減免制度問合せ　課税課緯運９１１４　

震
災
や
火
災
な
ど
の

災
害
、
病
気
や
失
業
な

ど
特
別
な
事
情
に
よ
る

生
活
状
況
の
著
し
い
変

化
が
あ
り
、
徴
収
猶
予

な
ど
に
よ
っ
て
も
な
お

納
税
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
よ
う
な
場
合
に
限

り
、
国
民
健
康
保
険
税

が
減
免
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
適
用
に

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

納
期
限
の
７
日
前
ま
で

に
、
事
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に
応
じ
た
必

要
書
類
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添
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て
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を
行
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
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。

　

減
免
の
基
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や
手
続
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な
ど
、
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し
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こ
と

は
課
税
課
に
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い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。
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医療機関での支払が軽減されます問合せ　保険課　国保年金係緯運９１５９　　　　　　　　医療係　　緯運９１６０
　

申
請
に
よ
り
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け

る
と
、
保
険
診
療
分
の
支
払
い
や
、
市

民
税
非
課
税
世
帯
は
入
院
時
の
食
事
療

養
費
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
原
則
と
し
て

申
請
月
の
初
日
か
ら
適
用
し
ま
す
。
入

院
な
ど
に
よ
り
高
額
の
医
療
費
が
見
込

ま
れ
る
場
合
は
、
事
前
の
申
請
を
お
勧

め
し
て
い
ま
す
（
同
月
内
に
世
帯
構
成

な
ど
が
変
わ
っ
た
人
は
、
翌
月
か
ら
の

認
定
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

交付の対象となる場合

国民健康保険　
・
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い
世
帯

・　

歳
未
満
の
加
入
者

７０
・　

歳
以
上　

歳
未
満
の
市
民
税
非
課

７０

７５

税
世
帯
の
加
入
者

後期高齢者医療制度

・　

歳
以
上
（
ま
た
は
、
一
定
の
障
が

７５い
の
あ
る　

歳
以
上
）
の
市
民
税
非

６５

課
税
世
帯
の
加
入
者

手続きに必要なもの

①
被
保
険
者
証

②
印
鑑
（
ゴ
ム
製
不
可
）

③
本
人
確
認
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許

証
な
ど
）

◎
転
入
な
ど
に
よ
り
市
で
所
得
状
況
の

確
認
が
で
き
な
い
場
合
は
、
世
帯
主

と
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者

の
住
民
税
課
税
台
帳
記
載
事
項
証
明

書
の
提
出
が
必
要
で
す
（
国
民
健
康

保
険
加
入
者
の
場
合
の
み
）。

◎
認
定
証
を
医
療
機
関
に
提
示
し
な
い

と
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

長期該当
　

入
院
が
長
期
の
場
合
、
さ
ら
に
食
事

代
が
減
額
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
後
の
期

間
で
、
申
請
す
る
日
を
含
め
過
去
１
年
間

の
入
院
日
数
が　

日
以
上
の
人
は
、
申
請

９１

に
よ
り
食
事
代
が
更
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

手続きに必要なもの

①
領
収
書
な
ど
入
院
日
数
を
確
認
で
き
る
も
の

②
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

③
印
鑑
（
ゴ
ム
製
不
可
）

◎
保
険
診
療
と
し
て
療
養
病
床
に
入
院

し
て
い
る
場
合
も
、
食
事
・
居
住
費

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

申請窓口　
市
役
所
１
階
保
険
課
、
ま

た
は
各
支
所
市
民
・
福
祉
グ
ル
ー
プ

ひとり親家庭等医療の更新申請をしてください問合せ　保険課　医療係緯運９１６０
　

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証

を
持
っ
て
い
る
人
に
、
８
月
１
日
以
降

の
資
格
更
新
の
案
内
を
６
月
初
旬
に
送

付
し
ま
し
た
。

　

提
出
期
限
は
６
月　

日
で
し
た
が
、

２８

ま
だ
更
新
申
請
を
済
ま
せ
て
い
な
い
人

は
、
早
急
に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
８
月
１
日
を
過
ぎ
て
申
請
さ
れ
る
と
、

助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
期
間
が
で
き

ま
す
。
注
意
し
て
く
だ
さ
い

※
平
成　

年
分
所
得
に
所
得
税
が
課
せ

２４

ら
れ
て
い
る
場
合
も
、
認
定
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

申請窓口
　

市
役
所
１
階
保
険
課
医
療
係
、
ま
た

は
各
支
所
市
民
・
福
祉
担
当
グ
ル
ー
プ

国民年金保険料の免除申請ができます問合せ　保険課　国保年金係緯運９１５９
請
者
本
人
、
配
偶
者
、
お
よ
び
世
帯
主

の
平
成　

年
中
の
所
得
に
応
じ
て
保
険

２４

料
が
免
除
さ
れ
る
申
請
免
除
の
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
め
た
場
合
と
比
べ
、
年

金
受
給
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
が
、　

年
１０

以
内
で
あ
れ
ば
追
納
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
納
め
た
場
合
と
同
じ
扱
い
に
な
り

ま
す
。

　

６
月
ま
で
免
除
が
承
認
さ
れ
て
い
る

人
で
、
本
年
度
も
引
き
続
き
免
除
を
希

望
さ
れ
る
人
は
、
７
月
１
日俄
以
降
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
６
月

ま
で
に
全
額
免
除
ま
た
は
若
年
者
納
付

猶
予
が
承
認
さ
れ
た
人
で
、
継
続
審
査

を
希
望
し
た
人
は
、
７
月
以
降
の
申
請

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
一
部
免
除
期
間
に
つ
い
て
規
定
の
納

付
額
を
納
め
な
か
っ
た
場
合
は
、
未

納（
一
部
免
除
は
無
効
）と
な
り
ま
す

※　

代
の
人
が
対
象
と
な
る
若
年
者
納

２０付
猶
予
は
、
申
請
者
本
人
と
配
偶
者

の
平
成　

年
中
の
所
得
に
応
じ
て
判

２４

定
さ
れ
ま
す

免除申請に必要なもの

　

①
印
鑑
（
ゴ
ム
製
不
可
）、
②
年
金

手
帳
、
③
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
（
平
成　

年
３
月　

日
以

２４

３１

降
に
離
職
し
た
人
）

　

国
民
年
金
は
、　

歳
か
ら

２０

　

歳
ま
で
の　

年
間
、
保
険

６０

４０

料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
経
済
的
な

理
由
で
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
申

免除された場合の月額保険料０円全額免除 ３，７６０円４分の３免除一部免除 ７，５２０円半額免除 １１，２８０円４分の１免除 １５，０４０円免除なし
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